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青 森 県 警 察 本 部 長 

 

 　　　「自転車ヘルメット着用モデル校」運用要領の制定について

　近年、自転車を取り巻く交通事故情勢は厳しく、その原因として自転車側に法令

 違反が認められる場合が多いことが挙げられる。

　また、本年４月１日から自転車の交通違反に対して交通反則通告制度が導入され

ることから、自転車利用者に対し交通ルールの遵守及び交通安全意識の向上を図る

 ことが重要である。

　加えて、自転車乗車用ヘルメット（以下「ヘルメット」という ）の着用は、交。

通事故の被害軽減に有効であるものの、本県の着用率は全国的に見て低調な状況に

 あるため、ヘルメットの着用促進が重要な課題となっている。

　これらの状況を踏まえ、自転車を日常的に利用する機会の多い中学生及び高校生

に対するヘルメット着用を促進し、学校を拠点とした取組を推進することにより、

若年層を始めとする自転車利用者のヘルメットの着用促進に向けた機運の醸成を図

るため、別添のとおり「自転車ヘルメット着用モデル校」運用要領を制定し、本年

、 、 、４月１日から運用することとしたので 各警察署にあっては 関係機関と連携の上

 積極的な取組を推進されたい。

 

 

 　　担当：交 通 企 画 課

 　　　　　交 通 安 全 対 策 係



 別添

 

 「自転車ヘルメット着用モデル校」運用要領

第１  趣旨

本要領は 「自転車ヘルメット着用モデル校 （以下「モデル校」という ）の指定、 」 。

 及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

 第２　目的

自転車乗車用ヘルメット（以下「ヘルメット」という ）の着用促進に積極的に取。

り組む中学校及び高等学校をモデル校として指定し、同校の生徒が模範を示すこと

で、ヘルメットの着用を中心とした自転車の安全利用を促進するとともに、学校・

家庭・地域が一体となった取組を推進し、県全体におけるヘルメットの着用に向け

 た機運の醸成及び自転車事故の被害軽減を図るものとする。

 

 第３　モデル校指定基準

モデル校は、次に掲げる基準の両方を満たす青森県内の中学校又は高等学校（公

立、私立の設立区分は問わない。以下「学校」という ）の中から、当該学校を管轄。

 する警察署長が指定するものとする。

 １　ヘルメットの着用促進に関する取組を実施していること。

２　自転車の安全利用に関する交通安全教育又は啓発活動を積極的に実施しているこ

 と、又はこれらに意欲的であること。

 

 第４　指定手続等

 　１　指定に係る手順

 (1)  指定に対する勧奨

　警察署長は、管内で自転車通学を許可している学校に対し、各種交通安全教育

等の機会を通じて自転車の安全利用に向けた取組を推進するよう働き掛けるとと

もに、自転車通学に際し、ヘルメットの着用を許可条件としているなど、モデル

校の指定基準を満たしている学校については、モデル校の指定を受けるよう勧奨

 すること。

 (2)　推薦書の作成

　警察署長は、第３に定める基準を満たす学校の同意を得て 「自転車ヘルメット、

着用モデル校推薦書 （別記様式第１）を作成した上、取組内容が分かる資料（校」

則等の写し、自転車通学に係る誓約書等の写し、生徒指導マニュアル等）ととも

 に交通企画課長へ送付し推薦すること。

 (3)　指定書の交付

交通企画課長は、警察署長から送付を受けた資料等を審査し、被推薦学校がモ

デル校に適していると判断した場合には、その旨を当該警察署長に通知し、通知

を受けた警察署長は当該学校に対し 自転車ヘルメット着用モデル校指定書 別、「 」（

 記様式第２）を交付して指定するものとする。

 　２　指定後の公表等

交通企画課長は、モデル校として指定された学校（学校名、所在地、管轄警察署



等）を、本県警察公式ホームページ上において公表するとともに、その取組内容の

うち、他の学校及び関係機関・団体の参考となるものについては、本県警察公式ホ

ームページやＳＮＳ等を活用して広く情報発信し、自転車の安全利用に関する取組

 の普及及び機運の醸成を図るものとする。

 

 第５　解除等

 　１　解除事由

モデル校に指定した警察署長は、当該学校が次のいずれかに該当すると認めると

 きは、モデル校の指定を解除することができる。

 (1)　指定基準を満たさなくなったと認められたとき。

(2)　モデル校の多数の生徒が、自転車の安全利用に反する悪質・危険な違反を繰り

 返し行うなど、モデル校としての指定が適当ではないと認められるとき。

 (3)　モデル校から解除の申出があったとき。

 　２　解除手続

、 、モデル校に指定した警察署長は 自ら解除事由に該当するモデル校を認めたとき

又は交通企画課長から解除事由に該当する旨の情報提供を受け、指定を解除すると

 きは、当該学校に対し、任意の書面により指定の解除を通知するものとする。

 

 第６　報告等

 　１　取組報告

警察署長は、モデル校における取組状況その他必要な事項について、交通企画課

 長の求めに応じ、又は必要に応じて報告するものとする。

 　２　変更事項に係る報告

警察署長は、モデル校の指定に係る学校の名称、所在地その他指定内容に変更が

あったときは 「自転車ヘルメット着用モデル校指定内容変更報告書 （別記様式第、 」

 ３）を作成の上、速やかに交通企画課長に報告するものとする。

 

 第７　管理簿等

　交通企画課長は、モデル校の指定状況等について「自転車ヘルメット着用モデル

 校管理簿 （別記様式第４）に記載し、同管理簿を備え付けること。」

　また、モデル校の指定状況について毎年度、本職に報告するほか、必要に応じて

 随時報告すること。

 　

 第８　留意事項

 　１　必要な支援の実施

警察署長は、モデル校の取組状況を把握した上で、必要な指導及び助言を行うほ

か、街頭活動を始めとする交通安全活動への参加を呼び掛けるなど、ヘルメットの

着用促進及び自転車の安全利用に向けた取組の充実が図られるよう必要な支援を実

 施すること。

 　２　関係機関・団体との連携

　　  教育委員会を始めとする関係機関・団体との連携を密にし、円滑な運用となるよ

う配意すること。



 別記様式第１

交 01 02 １ 年

（令和○年○月末まで保存）

                                                ○ ○ 交 通 第 □ 号

 　　　　 　令和　　年　　月　　日　　                                 
 　　　　　　　　　　　　

 　交 通 企 画 課 長　　殿     
 

 　　 ○ ○ 警 察 署 長　　                                        
 

 

 自転車ヘルメット着用モデル校推薦書
 

 
学 校 名

  〒　　　

  
学 校 所 在 地

 

 （代表電話番号）

（E-mail）

（役職） 氏名学 校 代 表 者       

  
生 徒 数 等

 総数　　　　　人

※うち、自転車通学生徒数　　　　人 

  □　自転車乗車用ヘルメットの着用促進 
  　　（校則による義務化・通学許可要件・その他）

  □　点検・整備された自転車の使用 
  取 組 内 容    □ 自転車損害賠償責任保険等への加入促進

 □　自転車に関する交通安全教育の実施 
 □ その他   

 　

 

 

       連 絡 担 当 教 諭 （役職） 　 氏名

  　　　　　警察署

  署 担 当 者       　　　　　　　課　　　　　係

                 　　　　　　　　　　　 氏名

 
 
 
 
 



 別記様式第２

 

 

 自転車ヘルメット着用モデル校指定書

 　（学校名）                                                       　

                　　　○　○　○　○　高等学校
  

 

貴校における自転車乗車用ヘルメット

の着用促進及び自転車の安全利用に関

する取組は交通安全意識の高揚に資す

るものと認められることから自転車

 ヘルメットモデル校として指定します
 

 

 　　　令和　　年　　月　　日
 

             ○ ○ 警 察 署 長
  

印               　階　級  　　　氏　　　　名    



 別記様式第３
交 01 02 １ 年
（令和○年○月末まで保存）

                                                ○ ○ 交 通 第 □ 号
 　　　　 　令和　　年　　月　　日　　                                 

 
 　交 通 企 画 課 長　　殿     

 
 　　 ○ ○ 警 察 署 長　　                                        

 
 

 自転車ヘルメット着用モデル校指定内容変更報告書
 

 
学 校 名

 ※以下、変更があった箇所のみ記載 

  〒　　　
  

学 校 所 在 地
 

 （代表電話番号）
（E-mail）

（役職） 氏名学 校 代 表 者       

  
生 徒 数 等

 総数　　　　　人
※うち、自転車通学生徒数　　　　人 

  □　自転車乗車用ヘルメットの着用促進 
  　　（校則による義務化・通学許可要件・その他）

  □　点検・整備された自転車の使用 
  取 組 内 容    □ 自転車損害賠償責任保険等への加入促進

 □　自転車に関する交通安全教育の実施 
 □ その他   

 　
 
 

       連 絡 担 当 教 諭 （役職） 　 氏名

  　　　　　警察署
  署 担 当 者       　　　　　　　課　　　　　係

                 　　　　　　　　　　　 氏名

 
 
 
 
 



番号 学校名
管轄
警察署

指定日 解除日 備考

１ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

２ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

３ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

４ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

５ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

６ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

７ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

８ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

９ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

１０ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

１１ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

１２ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

１３ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

１４ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

１５ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

１６ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

１７ 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

別記様式第４

自転車ヘルメット着用モデル校指定管理簿


